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農
業
委
員
の
３
年
間
の
任
期
が
７
月
31
日
で
満
了
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
市
選
挙
管
理
委
員

会
で
は
、
農
業
委
員
の
一
般
選
挙
を
７
月
16
日
㈰
に
行
う
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

　
選
挙
期
日
の
告
示
と
立
候
補
の
届
け
出
は
、
７
月
９
日
㈰
で
す
。
飯
山
市
の
農
業
の
活
性
化
と

発
展
に
願
い
を
込
め
て
、
皆
さ
ん
の
投
票
を
お
願
い
し
ま
す
。

農業委員会とは
　農業委員会は、農業および農民の一般的利益を代表する機関とし
て、市町村ごとに設置される行政委員会です。各委員は、公職選挙
法に基づき選ばれた農業委員（飯山市の定数は今回より14人）と、
議会や農協などの推薦による選任の農業委員で構成されています。

農業委員会の仕事
　農業委員会の行う仕事を大別すると「必ず行わなければならない
事務」と「必要に応じて行う事務」があります。
■必ず行わなければならない事務
①農地法に基づく業務
　農地の売買や貸し借り、農地の転用などの申請を受理し、農業委
員会で審議し、許可についての可否を決定します。その他、小作地
の所有制限等の業務、農地等の賃借に関する業務など。
②農業経営基盤強化促進法に基づく業務
③土地改良法に基づく業務
④その他の法令に基づく業務
■必要に応じて行う事務
①農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務
②農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関す
る業務
③法人化その他農業経営の合理化に関する業務
④農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査および研究
⑤農業および農民に関する情報提供
⑥意見の公表、建議および諮問に対する答申の業務
■農業者年金に関する業務

投
票
で
き
る
人

　　

農
業
委
員
選
挙
で
投
票
で
き
る

人
は
、
飯
山
市
内
に
住
所
の
あ
る

人
で
、
次
の
資
格
要
件
を
す
べ
て

満
た
す
人
で
す
。

①
昭
和
61
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
者

②
10
ア
ー
ル
（
１
０
０
０
㎡
）
以

上
の
農
地
で
、
耕
作
の
業
務
を
営

む
者
と
そ
の
同
居
の
親
族
、
ま
た

は
そ
の
配
偶
者
で
、
耕
作
に
従
事

す
る
日
数
が
お
お
む
ね
年
間
60
日

以
上
の
者

③
農
業
委
員
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
者

投票区名 投票所名 地域

飯　山 飯山市役所
県町、新町、上町、上倉、鉄砲町、南新町、栄町、本町、
肴町、奈良沢、福寿町、愛宕町、西山、田町、北町、
神明町、市ノ口、有尾、金山、曙町、松倉、分道、堂
平、斑尾

秋　津 秋津地区活性
化センター　

上組、中山根、伍位野、茂右エ門新田、深沢、飯駒、
荒船、大久保、中町北部、北畑、中町、秋津中央

木　島 木島地区活性
化センター　

山岸、其綿、吉、安田、上新田、野坂田、坂井、下木島、
天神堂

瑞　穂 瑞穂地区活性
化センター

針田、関沢、笹沢、小菅、柏尾、北原、戸那子、富田、
神戸、福島、中組

柳　原 柳原保育園 藤ノ木、四ツ屋、山口、小佐原、南条、上新田、笹川、
大川、涌井、堰口、大平

富　倉 富倉出張所 中谷、滝ノ脇、倉本、濁池

外　様 外様地区活性
化センター　 顔戸、尾崎、法寺、中曽根、中条

常　盤 常盤地区活性
化センター　

大池、上水沢、下水沢、大塚、上野、大倉崎、柳新田、
戸隠、小沼、戸狩、戸狩新田、小泉

太　田 太田地区活性
化センター　

北条、五荷、瀬木、今井、大深、小境、柳沢、五束、
堀之内、曽根、蕨野、三郷

岡　山 岡山出張所 温井、羽広山、上境、下境、桑名川、藤沢、西大滝

 

農
業
委
員
選
挙

 

７
月
16
日 

㈰ 

投
票
日

　

投
票
日
当
日
、
仕
事･

冠
婚
葬
祭

な
ど
や
む
を
得
な
い
用
務
の
た
め
不
在

と
な
る
と
き
は
期
日
前
投
票
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
旅
行
や
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
で

投
票
区
外
に
い
る
場
合
で
も
期
日
前
投

票
が
で
き
ま
す
。

◇
期
間

　
７
月
10
日
㈪
～
７
月
15
日
㈯

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

　
土
曜
日
も
平
日
と
同
じ
よ
う
に
投
票

で
き
ま
す
。

◇
場
所　
市
役
所
４
階
41
号
会
議
室

◇
持
ち
物　
入
場
券

　

入
場
券
が
な
く
て
も
農
業
委
員
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、
投
票

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
ん
な
時
は
不
在
者
投
票
を

◇
入
院
中
の
と
き

◇
市
外
に
滞
在
中
の
と
き

　
こ
の
よ
う
な
場
合
は
期
日
前
投
票
で

は
な
く
不
在
者
投
票
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平成18 年 7月16日　農業委員選挙投票所

　
た
だ
し
、
現
在
農
業
に
従
事
し

て
い
る
人
で
も
、
今
年
１
月
１
日

以
降
に
飯
山
市
に
転
入
さ
れ
た
人

は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、
今
回
の
投
票
は
で

き
ま
せ
ん
。

入
場
券
は
郵
便
で

　

投
票
所
入
場
券
は
７
月
10
日

以
後
に
郵
便
で
お
手
元
へ
お
届
け

し
ま
す
。

　
入
場
券
が
な
く
て
も
農
業
委
員

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ

ば
、
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

投
票
用
紙
に
は

候
補
者
の
氏
名
を

　

投
票
用
紙
に
候
補
者
一
名
の
氏

名
を
は
っ
き
り
書
い
て
投
票
し
て

く
だ
さ
い
。

※立候補者が定数を超えず
無投票当選の場合は、7月
9日（日）午後 5時 30 分
に防災行政無線でお知らせ
します。

　

農
業
委
員
選
挙
の
投
票
は
、
衆
議
院
議
員
選

挙
な
ど
の
投
票
所
と
は
時
間
や
場
所
が
異
な
り
、

市
内
10
か
所
の
投
票
所
で
午
前
７
時
か
ら
午
後

６
時
ま
で
行
わ
れ
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

選
挙
関
係
の
日
程

●
立
候
補
手
続
説
明
会

　
６
月
28
日
㈬　
午
後
２
時
～

●
届
出
事
項
事
前
審
査

　
７
月
５
日
㈬　
午
前
９
時
～

　
い
ず
れ
も
市
役
所
で
行
い
ま
す
。

投
票
は
午
前
７
時
～
午
後
６
時

選挙に関する
お問い合わせは・・・
選挙管理委員会事務局
　電話 62-3111（代）
　内線 332

あなたの一票
　 大切に

期日前投票  は７月10日㊊～
７月１５日㊏

期
日
前
投
票
の
し
か
た

農
業
委
員
に
よ
る

水
稲
作
柄
調
査


